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1
【資料2】
P13

堅島委員

〇障がい者理解促進事業及び障害者差別解消推進経費
　障害者サポーター研修は２０１７年から始まっており、多数のサポーター
が登録してくださって、障がいのある方への理解が深まっていることに
感謝申し上げます。
　始められて約８年、理解啓発が主な目的とされていたようですが、これ
まで複数回、参加なさった方もおられるのではないでしょうか。
　今後は、関心の高い方には、もう一歩進んで、福祉の現場でボランティ
アとして積極的に活動していただけると、もっと理解が深まるのではな
いかと思います。
　育成会では、疑似体験を通して知的障がい、発達障がいのある方の見
え方、感じ方についてを理解してもらうワークショップを展開しています
が、他の県では、親だけでなく市の職員や一般市民がボランティアとして
ワークショップを開催しているグループもあります。ぜひ、熊本市でも障
害者サポーターの積極的活用を考えていただければと思っています。

＜障がい福祉課＞
　障がい者サポーター研修は、平成25年度から開始し、昨年度末時点で
受講者数は1万人を超え、多くの市民の方にご参加いただいており、障が
いに対する理解が着実に広がってきていると考えております。
　また、複数回研修に参加されている方もおられることから、今後は、こ
うした関心の高い市民の方々が福祉の現場でボランティアとして活動し
やすくなるよう、仕組みづくりを進めてまいります。
　さらに、手をつなぐ育成会による疑似体験型ワークショップは、障がい
のある方の「見え方」や「感じ方」を体験し、理解を深める有意義な取り組
みです。本市でも同様の研修を実施しており、今後は手をつなぐ育成会
をはじめとする関係団体との連携を図りながら、より効果的な理解促進
に努めてまいります。
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〇避難行動要支援者支援経費
　「災害時要援護者避難支援制度と避難行動要支援者制度を統合する」
とありますが、どう違っていたのか、どう変わるのか具体的に教えていた
だきたいと思います。

＜健康福祉政策課＞
　名簿の対象者や配付の運用等が異なる類似の制度が併存していること
で、煩雑でわかりにくいとのご意見が、制度説明等に際し地域の支援者
等から多く聞かれていたことから、制度（名簿）の一本化や平時における
名簿の提供手法などの見直しを行いました。

【統合前の災害時要援護者避難支援制度（要援護者登録者名簿）】
●関係法令：国が示す災害時要援護者の避難支援ガイドラインに基づく
●対象者：災害時に自力で避難できない方
高齢者（独居老人、高齢者のみの世帯、寝たきり、認知症）、障がい者、妊
産婦、乳幼児、医療依存度の高い方（人口呼吸器装着者、在宅酸素使用
者、人口血液透析者、特殊薬剤使用者、経管栄養使用者等）
●同意の有無：本人の申請（同意）に基づく
●外部提供・共有・支援方法：
年一回更新配布し平常時も地域関係者による見守りや避難場所などの
情報提供、災害時は避難支援に活用

【統合前の避難行動要援護者支援制度（避難行動要支援者名簿）】
●関係法令：災害対策基本法に基づく
●対象者：熊本市地域防災計画で定める要件を満たす方
要介護認定3～5、身障者手帳1・2級、療育手帳A、精神手帳1級・2級、
指定難病医療受給者、災害時要援護者避難支援制度登録者
●同意の有無：本人の同意なしに名簿作成
●外部提供・共有・支援方法：
災害が発生し、または発生するおそれがある場合にのみ、覚書の取り交
しをした地域団体へ提供され、避難支援に活用

【統合後（事例）】
●外部提供への同意を得た者の名簿（同意者名簿）を年一回更新、配布
し平常時も地域関係者（自治会長や民生委員・児童委員等）による見守り
や避難場所などの情報提供に活用する。
●個別避難計画作成を希望する者について、居宅介護支援事業所のケア
マネージャーや障がい者相談支援事業所の相談員や、市社会福祉協議会
等と一緒に、災害に備えるための具体的な計画を、事前に作成すること
が可能となった。
●災害時には同意を得ていないものも含む名簿（全体名簿）を原則とし
て救出・救護を行う消防機関や警察への提供を行う。
●名簿対象者は、以前の避難行動要支援者名簿対象者に加え、以前の災
害時要援護者名簿対象者、両方の名簿対象者を本制度対象とするよう名
簿を整理することとした。
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【資料3】
P1

堅島委員
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3 【資料5】 堅島委員

〇熊本市成年後見制度利用促進計画
　成年後見制度については国の法制審議会でこの６月に中間試案の取り
まとめがあり、７月終わりごろからパブリックコメントの募集も始まると
聞いております。
　知的障がい分野では、親なきあと、本人の生活を支える手立ての一つ
として、成年後見制度は必要だと思いますが、今の成年後見制度は、親の
想いとして、金銭管理だけでなく本人に寄り添ってもらえることに重き
を置いた制度になっていないことから、今議論されている後見制度に代
わってから、利用しようと考えている人もいらっしゃるようです。
　身上保護のために市民後見人を利用されたいと願っている方も増えて
くると思われますので、ぜひ市民後見人を増やしていただけるようお願
いいたします。

＜障がい福祉課＞
　熊本市成年後見制度利用促進計画における取組の方向性として成年後
見人等の担い手の確保を掲げており、その中で、引き続き市民後見人の
育成に取り組むこととしております。
　同じ地域に暮らす生活者として、市民に寄り添った支援を可能とする市
民後見人のさらなる育成のため、養成講座や育成プログラムについて
も、関係機関と連携や確認を行いながら、市民後見人の養成に努めてま
いります。
　なお、今年度より「熊本県市民後見人等（権利擁護人材）の担い手育成
方針」に基づき、熊本市外に住んでいる方でも市民後見人養成講座が受
講できる態勢づくりを行い、他市町村とも連携を進めていきたいと考え
ております。

4
【資料8】
P4

松村委員

〇熊本市こども計画2025
　指標項目の中で「小学6年生」「中学3年生」など「児童生徒の割合」では
ない項目（「こどもの権利が守られていると感じる」「児童虐待を相談で
きる人や場所を知っている」「熊本市が住み続けたいまちか」など）につ
いては、こどもたちへの調査は行わないのでしょうか。
　こどもを権利の主体とするのであれば、ぜひとも、指標項目の検証にこ
ども自身の意見も反映してください。
　また、項目ごとの検証においては、達成状況を全体のパーセント値で表
すだけでなく、「小学生」「中学生」「ヤングケアラー」「共稼ぎ」「ひとり親」
等々、立場によって計画の成果評価にどのような違いが出ているのかを
検証できるようにしてください。
　計画の遂行が、本当に困っている人たちに届いているのか、上滑りして
いないか、ていねいに検証することが重要だと考えます。

＜こども政策課＞
　熊本市こども計画2025の推進にあたっては、こども施策の策定、実
施、評価の際に、こどもや若者等の声に耳を傾け、対話し、進捗を共有し
ながら共に推進することとしております。
　現在、こどもや若者の意見を施策に反映させていくための全庁的な仕
組みづくりについて検討を開始したところであり、本計画の検証にあ
たっては、こどもや若者の意見を踏まえることはもちろんのこと、ター
ゲットに応じた施策の有効性を整理できるよう丁寧な検証作業を行って
まいります。

5
【資料8】
P6～11

松村委員

〇熊本市こども計画2025
　「こどもや若者を権利の主体」として尊重する、と謳っている本計画に
おいては、「こどもの意見表明」が確実に行われるかどうかが、最も問わ
れるところだと考えます。
　「こどもや子育て当事者の意見を市政や学校運営に反映」していくため
には、上意下達による運営を見直し、前例踏襲や同調圧力といった意思
決定のやり方を、社会全体で見直していくことが求められます。
　そのためにも、開かれた場所で、こどもたちを中心にした市民らによる
議論が担保できるよう、学校や行政関係部局が積極的に機会づくりに取
り組んで頂きたいと思います。

＜こども政策課＞
　熊本市こども計画2025では、こどもの意見を市政や学校運営に反映
していくこととしており、現在、こどもや若者の意見を施策に反映させて
いくための全庁的な仕組みづくりについて検討を開始したところです。
　こどものニーズを踏まえたより実効性の高い施策を推進していくため、
今まで以上にこどもたちが自分の意見を表明できる機会の創出に取り
組んでまいります。
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